
 　

１　総括

(１) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）１　決算額は、地方財政状況調査の分析によるものである。

　　　２  人件費は、特別職・議員に支給される給料・報酬等を含む。

(２) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当は退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、平成28年４月１日現在の普通会計の一般職に属する職員の数である。

      ３　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員は含まれて

      　いない。

(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を

　　　　100として計算した指数

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

※　平成29年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上

　昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

人 件 費 率

　　　　　千円

区　　分
（参考）

　　　　　　Ａ

千円

12.4

（参考）類似団体平均（参考）一人当たり

給与費 B/A

羽曳野市の給与・定員管理等について

27年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

住民基本台帳人口

（28年１月１日） 　　　　　　Ｂ

人 件 費

12.4

Ｂ／Ａ

37,868,261

6,3973,462,324

　　　　　　％

4,705,503

　　　　　千円

千円

人　 　　　　　　　千円

人
28年度

512,234

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

　　計　　Ｂ

2,069,224

　　　　　千円

給　 料

千円

6,238

区　　分
　　　　　　Ａ

880,866555

一人当たり給与費期末・勤勉手当

28年度

歳 出 額
実質収支

545,529

職員数

114,146

千円

職員手当

(H26.4.1)

100.3
(H26.4.1)

99.6

(H26.4.1)

98.6

(H27.4.1)

100.3
(H27.4.1)

99.5
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100.0
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(４) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し

　等に取り組むとされている。

　　　　①給料表の見直し

［　実施　］

実施内容（平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無等具体的な内容）

　　　　②地域手当の見直し

（参考）

　　　　③その他の見直し内容

(５) 特記事項

・期末勤勉手当の見直し（役職加算の支給対象区分の縮小）　　平成17年６月１日実施

・退職手当の見直し（20年以上勤続した場合の退職時特別昇給（２号給）の廃止）　　平成17年４月１日実施

・管理職手当カット（20％)　平成14年４月１日から平成22年３月31日まで実施

・現給保障者を対象に給料の１％カット（ただし、現給保障額を上限）　平成19年４月１日から平成23年３月31日まで実施

・管理職を対象に給料の1.1％～3.5％カット　平成22年４月１日から平成26年３月31日まで実施

・全職職を対象に給料の1.5％カット　平成23年４月１日から平成26年３月31日まで実施

・平成24年４月１日から段階的に現給保障を廃止

・管理職を対象に給料の1.1％～5.0％カット　平成26年４月１日から実施中

・通勤手当の見直し（交通用具利用者の通勤手当支給額の改定）　平成27年４月１日実施

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(１) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②税務職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

国基準による支給割合

羽曳野市の支給割合 8%

遡及改定後

10%

6%

４月１日時点

8%

大阪府

―

平均給与月額

331,789399,856

35.3

38.5

平均給料月額区　　分

国

羽曳野市

42.3

41.3

平均年齢

類似団体 42.3

43.6

324,082

平均給与月額

371,942

330,531 ―

396,978 379,302

408,493

434,359

320,883

311,915

380,723

410,719

（国比較ベース）
平均給与月額

（給料表の改定時期）　平成27年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.9％引下げ。若年層については、引下げを
行わず、高年齢層については最大4.0％引下げ。激変緩和のため、３年間（平成30年３月31日まで）の経過措置（現
給保障）を実施

（支給割合）国基準12％に対し、羽曳野市においても12％を支給
（実施時期）平成27年４月１日から実施。段階的に支給割合を引き上げることとし、平成27年４月１日時点は８％、
給与改定後は平成27年４月に遡及し10％、平成28年４月１日時点は12％を支給

平成28年１月１日の昇給について、標準の勤務成績で「４号給」のところを「３号給」とする。

・通勤手当の見直し（自動車等による片道の通勤距離が2キロ未満の者、徒歩通勤者を支給対象外とする。）
　平成17年４月１日実施

平均給与月額

平均年齢 平均給料月額

440,286国 43.1 364,107

羽曳野市

類似団体

264,987

292,068

区　　分

316,994381,886

（国比較ベース）

平成27年度の支給割合
平成26年度の支給割合

6%

平成29年度の支給割合

12%

12%12%

12%

平成28年度の支給割合

10%
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③福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」は、平成29年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等の

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもので

　　　　ある。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手

　　　　当等を除いたもの）で算出している。

(２) 職員の初任給の状況（平成29年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（注）　他の職の区分も一般行政職と同じである。

(３) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円

円

円 円

（注）１　各経験年数に該当する職員数が３人以下の場合は、近似の階層について記載している。

      ２　各経験年数と近似の階層に該当する職員数が３人以下の場合は、「－」と記載している。　　　 

      ３　経験年数は、卒業後直ぐに採用され引き続き勤務している場合は採用後の年数をいう。　 

－

－

－

－

羽曳野市

大　学　卒
一般行政職

羽曳野市

大阪府

39.0

区　　分

平均給料月額

類似団体 40.3

－

－

－

－

354,280

経験年数20年

357,208

－

経験年数25年

372,806

－

－

経験年数30年

－

－

－

414,899

395,433

－

平均給与月額

330,557

351,744

327,581

平均給与月額

281,726

292,854

385,159

区　　分 平均年齢

42.6 332,102国

37.7

313,665

－

－

－

311,757

226,286高　校　卒

小・中学校
（幼稚園）
教育職

－

大　学　卒

－

－

184,800

大　学　卒

大　学　卒

短　大　卒

短　大　卒

－

253,971

高　校　卒
税務職

－

平均給与月額

一般行政職

―

平均年齢 平均給料月額

国

155,800

178,200

259,908

高　校　卒

類似団体

335,177

羽曳野市区　　　　　分

区　　　　分 経験年数10年

38.7

40.9 366,114

180,800

334,946

大阪府

292,295

146,500

357,080

346,193

406,264

―

（国比較ベース）

―

福祉職

146,100

平均給与月額

大　学　卒

（国比較ベース）
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(１) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成29年４月１日現在）

（注）１　羽曳野市の一般職の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

円　 円　

227,900 349,200

円　 円　

１号給の給料月額 最高号給の給料月額

円　

407,300

円　

構成比

85

29

111

50

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

職員数

　　　　　　　　％

23.9

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

59

　　　　　　　　人 円　

6.3

191,700

287,100 392,200

円　 円　

261,100 380,200

円　

８　　級

標準的な職務内容

７　　級 　　参事・課長・副理事

　　理事・部長

区　　分

６　　級

３　　級

　　副主査・主査

　　主任

５　　級

４　　級

　　課長補佐

　　主幹
　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　主事

１　　級

67

　　主事

303,400

141,600 246,600

円　円　

49

２　　級

　　　　　　　　％

円　

317,700 409,400

467,800

361,800 444,100

円　

円　

　　　　　　　　人

10.6

12.7

　　　　　　　　％

14.4

　　　　　　　　％

14

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

10.8

　　　　　　　　％

18.3

3.0

円　

１級

10.6%

１級

12.4%

１級

7.2%

２級

14.4%

２級

13.7%
２級

19.6%

３級

12.7%

３級

11.3%
３級

6.9%

４級

6.3%

４級

6.6%
４級

9.9%

５級

23.9%
５級

23.7%
５級

22.2%

６級

10.8%

６級

12.0%

６級

16.6%

８級

3.0%

８級

2.4%

８級

2.1%

７級

18.3%

７級

17.9%

７級

15.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成29年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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(２) 昇給への人事評価の活用状況（羽曳野市）

４　職員の手当の状況

(１) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（28年度支給割合） （28年度支給割合） （28年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　　　　５～18% ・役職加算　　　　５～20% ・役職加算　　　　５～20%

　 ・管理職加算　　10～25% ・管理職加算　　10～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（羽曳野市）

(２) 退職手当（平成29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（割増率２％～20％） （割増率２％～45％）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）無し )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

応募認定・定年

1.70

定年前早期退職特例措置

2.60

22,811

49.5949.59

羽曳野市

羽曳野市

0.80

49.59

―

34.5825

1.70

1,694

国

応募認定・定年

0.80

20.445

１人当たり平均支給額（28年度）

1.45

１人当たり平均支給額（28年度）

国

1.70

1,496

2.60

29.145

5,825

　　上位、標準の区分

　　標準、下位の区分

　　標準の区分のみ（一律）

41.325 41.325

29.145

25.55625

34.5825

1.45

　　活用予定時期

　　標準の成績率のみ（一律）

49.59 49.59

定年前早期退職特例措置

0.85

49.59

25.5562520.445

平成29年度中における運用

大阪府

　　活用予定時期

ロ　人事評価を活用していない

活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

イ　人事評価を活用している

　　上位、標準、下位の区分

管理職員 一般職員
平成29年４月２日から平成30年４月１

日までにおける運用

○

未定

○

未定

管理職員 一般職員

2.60

　　上位、標準の成績率

イ　人事評価を活用している

活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

未定 未定

　　上位、標準、下位の成績率

1.45

　　標準、下位の成績率

支給実績が
ある成績率

ロ　人事評価を活用していない ○ ○
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(３) 地域手当（平成29年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の

　　　　給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　 （補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合） / （１＋国の指定基準に基づく地域手当支

　　　　給割合）により算出。）

　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。       　

(４) 特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

千円

　円

　％

種類

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

100.0

(100.0)

１日につき400円

１日につき200円
 （災害発生時：１日

につき 400円）

0

0

244

0

(1)行旅病人の収容
護送作業１件につき

1,000円
(2)行旅死亡人の収
容護送作業１件に

つき2,000円

１日につき400円

１件につき400円

１日につき200円

左記職員に対する
支給単価

8

6

生活環境部に勤務する職員

土木もしくは建築又は林務の
工事現場（災害現場を含む）に
おいて、次に掲げる作業に従事
したとき
(1)山地又は高所における作業
(2)火薬その他危険物の取扱
    作業
(3)高熱物及び高圧電気等の
    取扱作業
(4)道路等の維持修繕作業等で
    著しく困難な作業

土木、建築等工事現場
作業手当

課所を離れて滞納に係る市税等
の徴収に従事したとき

手当の種類（手当数）

284

支給実績
（28年度決算）

0

行旅病人及び行旅死亡
人収容護送手当

保健福祉部に勤務する看護師、
保健師その他の職員

有毒、有害物取扱作業
手当

死獣の処理作業に従事したとき

次に掲げる作業に従事したとき
(1)感染症の患者もしくは感染症
    にかかっている疑いのある者
    の救護又は感染症の病菌の
    付着した物件もしくは付着の
    疑いのある物件を処理する
    作業
(2)家畜感染症等の患畜もしくは
    家畜感染症等にかかっている
    疑いのある家畜の取扱い又
    は家畜感染症等の病菌の付
　　着 した物件もしくは付着の疑
　　いのある物件を処理する作業

0

12

生活環境部に勤務する職員

10.8

１日につき200円

12

主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

支給実績（28年度決算）

613

手当の名称

支給実績（28年度決算）

438,373支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

生活環境部又は土木部に勤務
する職員

羽曳野市

支給対象地域

市税等滞納徴収手当

市税等（市税、国民健康保険料
及び介護保険料をいう）に関す
る事務を主管とする課所に勤務
する職員

死獣処理手当

結核患者の検診、治療、看護、
指導又は結核菌の検査等に
従事したとき

結核接触作業手当

感染症等防疫作業手当

国の制度（支給割合）

主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

267,846

保健福祉部に勤務する職員

支給対象職員数支給割合

行旅病人及行旅死亡人取扱法
（明治32年法律第93号）に基づ
き、その収容護送作業に従事
したとき

4,303

生活環境部（災害対策本部を
含む）、土木部、下水道部、
都市開発部、総務部管財用地
課又は教育委員会に勤務する
職員

野ねずみ等の駆除又は農作物
及び果樹園の病害虫の防除の
ため、毒物及び劇物取締法（昭
和25年法律第303号）の定める
有毒及び有害物を使用する作業
並びに有毒及び有害物を使用
する場所において実地指導の
業務に従事したとき

6



千円

(５) 時間外勤務手当・休日勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月

　　１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除

　　　く。）であり、短時間勤務職員を含む。

(６) その他の手当（平成29年４月１日現在）

円

円

円

千円

69,209

千円

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

手　当　名 国の制度と異なる内容

通勤手当

支給実績
（28年度決算）

65,282

131

千円

273,517

同じ

国の制度
との異同

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

羽曳野市地域防災計画に基
づく災害対策要員として勤務
を命じられた職員(市長が定め
る職員を除く。)

災害に係る応急作業等に従事し
たとき

同じ

徒歩により通勤するもの
とした場合の通勤距離
が
片道2km以上であること
(1) 交通機関等の利用
     者
   運賃等相当額
   上限　55,000円
(2) 自動車等の使用者
   使用距離に応じて
　 支給
　   2,000円～31,600円
(3) 交通機関等と自動車
    等との併用者
    上限　55,000円

内容及び支給単価

55,731

扶養手当

(1)配偶者      10,000円
(2)子　　　　　　　8,000円
(ただし職員に配偶者が
いない場合にはそのうち
1人については  10,000
円)
(3)その他の扶養親族
                     6,500円
(ただし職員に配偶者と
子がいない場合にはそ
のうち1人については
9,000円)
  ※満16歳年度初めから
     満22歳年度末までの
     間にある子1人につ
     き5,000円加算

56,829

支給実績（28年度決算）

手当の名称

110

住居手当 同じ

(1) 借家・借間
　①家賃23,000円以下
 　　家賃額－12,000円
　②家賃23,000円を超
　   え、55,000円未満
　   (家賃額－23,000円)
　　 ×1／2＋11,000円
　③家賃55,000円以上
  　 27,000円
(2)上記以外
　　支給無し

34

28,719

支給実績（27年度決算）

35,574

217,734

支給職員1人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

災害応急作業等手当 １日につき400円

主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
（28年度決算）

左記職員に対する
支給単価

7



部長 円

指定理事 円

理事 円

副理事 円

課長 円

参事 円

総園長 円

指定園長 円

円

園長代理 円

指定職員 円

円

83,000

支給職員1人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

68,000

73,000

管理又は監督の地位に
ある職員の占める官職
のうち、人事院規則で指
定する官職を占める職
員に対し支給

50,000

23,150

管理職手当が支給され
る職員並びに指定職俸
給表適用職員が、臨時
又は緊急の必要等によ
り、週休日若しくは休日
等又は平日深夜に勤務
した場合

管理職手当の区分等に
応じ、勤務1回につき
4,000円～12,000円
（指定職18，000円）
ただし、6時間を超える
勤務については150／
100を乗じて得た額

管理職手当

53,000

千円異なる

47,000

管理職手当の支給を
受ける職員が臨時又は
緊急の必要その他の公
務の運営の必要により、
週休日又は休日等に
選挙事務又は年末年
始の業務で勤務した場
合

１時間以上２時間未満
       2,000円
２時間以上３時間未満
       4,000円
３時間以上６時間未満
  　　12,000円（部長級）
　　  10,000円（課長級）
６時間以上
　　　18,000円（部長級）
　　　15,000円（課長級）

1389

国の制度
との異同

国の制度と異なる内容

58,000

53,000

25,000

園長・副園長

内容及び支給単価

83,000

異なる

63,000

管理職員特別
勤務手当

手　当　名

82,337 千円 円643,261

支給実績
（28年度決算）
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５　特別職の報酬等の状況（平成29年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

6月期 月分

12月期 月分

計 月分

6月期 月分

12月期 月分

計 月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

（ 千円）

（ 千円）

現任期に係る退職手当は市長が50％、副市長が25％減額

(注）   １　給料及び報酬並びに退職手当の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                       

　　　　２　平成25年１月１日から市長は25％を減額している。

市 長

議 員

副 市 長

議 員

副 議 長

給 料 月 額 等

450,000

400,000

650,000

700,000

千円

4.3

任期毎

2.025

12%

（参考）類似団体における最高／最低額

任期毎

700,000

700,000

432,0001,030,000

（参考）類似団体における最高／最低額

377,000

千円

650,000

760,000

　　（28年度支給割合）

670,000

600,000

481,000

620,000

2.275

9,504

4.3

600,000

6,300

19,008

990千円×在職月数×40/100×50/100

880,000

市 長

990,000

報

酬

区 分

議 長

700,000

期
末
手
当

2.025

2.275

市 長

副 市 長

　　（28年度支給割合）

議 長

副 議 長

地
域
手
当

副 市 長

退
職
手
当

備　　　　　　　考

副 市 長

市 長給

料

742,500

         ３　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合に
　   　　　　おける退職手当の見込額である。

8,400

700千円×在職月数×25/100×75/100
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６　職員数の状況

(１) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

（増）体制の充実、業務量増加

（増）業務増

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(２) 年齢別職員構成の状況（平成29年４月１日現在）

　

27

公共下水道

100

24

人人

民　　生

商　　工

1 20

総　　務

土　　木

職員数
人人人

70 79

665

[ 　  810　   ］ [    0    ］

44歳

～

473

3

0

0

平成29年

6

-1

0

22

0

9

（増）体制の充実、研修配置人員　（減）欠員不補充、研修配置人員-3

（増）体制の充実　（減）欠員不補充

12

0

＜参考＞

45.16

2

＜参考＞

2

43歳 47歳

48歳

～

51歳

～

59.66

52歳

人 人

32歳

人

40歳

人

31歳

～～

35歳

人人

51

計

60歳

人

6817273 116878

55歳

人

70

16

＜参考＞14

（増）体制の充実

56歳

1

－－

28

39歳

579

026

[ 　  810　   ］

88

～

区　分

～

681

36歳

167

565

461

－

26

102

42

1

23

158

104 106

31

42

142

15

7

145

3

41.44

50.72

（増）研修配置人員

以上59歳

（増）体制の充実、業務量増加　（減）欠員不補充

59.84

2

普
通
会
計
部
門

小　計

一
般
行
政
部
門

議　　会

消防部門

教育部門

12

1

衛　　生

農林水産

～

62

28歳

26

計

労　　働

59

7

税　　務

　公
　営会
　企計
　業部
　等門 介護保険

水道事業

国民健康保険

小　計

平成28年

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

6

31

合　　計

主 な 増 減 理 由
対前年
増減数

～

（減）欠員不補充

職 員 数

23歳

20歳

～

20歳

未満

24歳

27歳

0

2

4

6

8

10

12

14

20 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60

構成比

５年前の構成比

0

2

4

6

8

10

12

14

20 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60

構成比

５年前の構成比
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(３) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数である。

523

0

平成25年
部門別

消防

(-0.9)

(7.5)

104

の増減数（率）
平成29年

33

103

過去５年間

一般行政

平成26年

440

平成24年

107

435 461

平成27年 平成28年

(-5.6)

(4.0)

100

0 0

(5.9)579

-6

0

32

0

公営企業等会計計

総合計 638

546 565

26644

100 98

547

681655 665

102

538

108 104

627

教育 104 106

446

普通会計計

419

年度

00

100 -1

473
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７　公営企業職員の状況

(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

（注）１　決算額は、地方公営企業決算状況調査の分析によるものである。

      ２  職員給与費は、資本勘定支弁職員は含まない。

      ３  職員給与費は、法定福利費及び退職給与金を含む。

（注）１　決算額は、地方公営企業決算状況調査の分析によるものである。

      ２  職員数は、平成28年４月１日現在の一般職の数である。

      ３　職員手当は退職手当を含まない。

      ４　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員は含まない。

イ　 特記事項

・期末勤勉手当の見直し（役職加算の支給対象区分の縮小）　　平成17年６月１日実施

・退職手当の見直し（20年以上勤続した場合の退職時特別昇給（２号給）の廃止）　　平成17年４月１日実施

・管理職手当カット（20％)　平成14年４月１日から平成22年３月31日まで実施

・現給保障者を対象に給料の１％カット（ただし、現給保障額を上限）　平成19年４月１日から平成23年３月31日まで実施

・管理職を対象に給料の1.1％～3.5％カット　平成22年４月１日から平成26年３月31日まで実施

・全職職を対象に給料の1.5％カット　平成23年４月１日から平成26年３月31日まで実施

・平成24年４月１日から段階的に現給保障を廃止

・管理職を対象に給料の1.1％～5.0％カット　平成26年４月１日から実施中

・通勤手当の見直し（交通用具利用者の通勤手当支給額の改定）　平成27年４月１日実施

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成29年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額は、職員１人当たりの平均年収額を12で除して得たものである。 

　　　２　平均月収額は、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（28年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算５％～18％ ・役職加算５％～18％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

・通勤手当の見直し（自動車等による片道の通勤距離が2キロ未満の者、徒歩通勤者を支給対象外とする。）
　平成17年４月１日実施

総費用

1,914,374

　　　　千円

実質収支

区　　分

（参考）一人当たり

　　　　給与費 B/A

千円

7,708

１人当たり平均支給額（28年度）

区　　分 職員数

　又は

Ａ  

給　 料 職員手当

１人当たり平均支給額（28年度）

団 体 平 均 44.4 343,701

羽　曳　野　市　水　道　局 羽　曳　野　市

27年度の総費用に占

26
28年度

28年度

人

職員給与費

　　　　　　Ａ

千円千円

115,684 31,200

　　　　　　区　　分

羽曳野市水道局 48.4

総費用に占める

％

546,896

基本給平　均　年　齢

6,238

11.4

一人当たり給与費

千円

（参考）羽曳野市平均

200,401

11.8

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

53,517

501,968

期末・勤勉手当

225,181

千円　

千円

　　　　　　Ｂ／Ａ

千円　

Ｂ　

　　計　　Ｂ

千円

める職員給与費比率

職員給与費比率

％

純損益

0.80

1.70

1,803 1,496

0.80

2.60

396,662

平均月収額

2.60

1.45

1.70

513,093

1.45
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イ　退職手当（平成29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（割増率２％～20％） （割増率２％～20％）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）無し ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）無し )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（平成29年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

千円

　円

　％

種類

千円

千円

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） １　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　 ２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月

　　　　　１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除

　　　　　く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（平成29年４月１日現在）

円

応募認定・定年応募認定・定年

200円/日

0 200円/日

支給実績
（28年度決算）

扶養手当

(1)配偶者      10,000円
(2)子　　　　　　　8,000円
(ただし職員に配偶者がい
ない場合にはそのうち1人
については  10,000円)
(3)その他の扶養親族
                     6,500円
(ただし職員に配偶者と子
がいない場合にはそのうち
1人については  9,000円)
  ※満16歳年度初めから
     満22歳年度末までの
     間にある子1人につ
     き5,000円加算

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ）

特殊勤務手当 事務・技術職員

事務・技術職員

4,118 千円

手　当　名

257,375

内容及び支給単価 平均支給年額

（28年度決算）

支給実績
（28年度決算）

同じ

63

一般行政
職の制度と
の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支 給 実 績 （ 28 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 28 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ）

維持修繕作業等に伴う困難な作業

51

1,123

特殊勤務手当

200円/日

手当の種類（手当数）

特殊勤務手当

0

手当の名称

高熱物及び高圧電気等の取扱作業 0

0

0 200円/日

12

0

支給割合

支給実績（28年度決算）

31

山地又は高所における作業

0.0

0

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

左記職員に対する

支給単価

支給対象地域

49.59 49.59

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

29.145 34.5825

主な支給対象業務

支給実績（28年度決算）

4

羽　曳　野　市　水　道　局

41.325 49.59

支給対象職員数

41.325

羽曳野市

20.445 25.55625

531,323

25.55625

29.145

20.445

49.5949.59

22,811

49.59

支給職員１人当たり

定年前早期退職特例措置

1,323

羽曳野市

34.5825

事務・技術職員

一般行政職の制度（支給割合）

主な支給対象職員

特殊勤務手当 事務・技術職員 火薬その他危険物の取扱作業

12

0

定年前早期退職特例措置

5,825

16,471
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円

円

部長 円

理事 円

副理事 円

課長 円

参事 円

指定職員 円

円

管理職手当

住居手当

(1) 借家・借間
　①家賃23,000円以下
 　　家賃額－12,000円
  ②家賃23,000円を超
　   え、55,000円未満
　   (家賃額－23,000円)
　　 ×1／2＋11,000円
  ③家賃55,000円以上
  　 27,000円
(2) 上記以外
　　 支給無し

47,000

通勤手当

徒歩により通勤するもの
とした場合の通勤距離
が
片道2km以上であること
(1) 交通機関等の利用
     者
   運賃等相当額
   上限　55,000円
(2) 自動車等の使用者
   使用距離に応じて
　 支給
     2,000円～31,600円
(3) 交通機関等と自動車
    等との併用者
    上限　55,000円

同じ

同じ

支給実績
（28年度決算）

千円648

2,659 千円

685,556 円

106,360

63,000

324,000

68,000
千円

83,000

同じ 6,170

平均支給年額

（28年度決算）

管理職員特別
勤務手当

管理職手当の支給を
受ける職員が臨時又は
緊急の必要その他の公
務の運営の必要により、
週休日又は休日等に
選挙事務又は年末年
始の業務で勤務した場
合

１時間以上２時間未満
       2,000円
２時間以上３時間未満
       4,000円
３時間以上６時間未満
  　　12,000円（部長級）
　　  10,000円（課長級）
６時間以上
　　　18,000円（部長級）
　　　15,000円（課長級）

同じ 12 千円

53,000

73,000

4,000

一般行政
職の制度と
の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価
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